
平成２１年度補正予算(案)の概要について 
 

環 境 省 

 

１．エコポイントの活用によるグリーン家電の普及事業         109,813百万円 

エコポイントによる省エネ家電(ｴｱｺﾝ､ﾃﾚﾋﾞ､冷蔵庫)の買換え促進支援事業 

 

２．地域グリーンニューディール基金の創設                55,000百万円 

      地域環境保全基金の拡充による地球温暖化対策事業、廃棄物処理対策事業、 

    漂流・漂着ゴミ対策事業等の推進 

 

３．環境ファイナンスに係る投資の加速化                        4,740百万円 

 (1) 京都議定書目標達成特別支援無利子融資制度の創設          4,500百万円 

  (2) 金融機関による「環境格付」のための企業調査・審査に対する   240百万円 

   補助制度の創設 

 

４．地方公共団体等の所有する自動車の低公害化の推進            3,500百万円 

   地方公共団体等の所有する塵芥車、ゴミ運搬車等の低公害車への買換えを 

   促進させるための補助 

 

５．国の施設のグリーン化等のための施設整備                      497百万円 

 (1) 世界遺産センターのグリーン化等によるＣＯ２排出削減         243百万円 

  (2) 生物多様性保全拠点等のグリーン化等によるＣＯ２排出削減     134百万円 

  (3) 環境調査研修所施設・設備の低炭素化改修                     120百万円 

 

６．国立公園等施設の低炭素化等の推進(公共事業)                6,570百万円 

      皇居外苑壕の水質浄化能力の向上や、国立公園等の各種施設の安全確保と 

   グリーン化を促進するための施設整備 

 

７．単独処理浄化槽転換加速モデル事業等(公共事業)              1,003百万円 

      合併浄化槽への切り替えが遅れている単独浄化槽の転換を促進するための 

   施設整備 



８．ＣＯＰ１０の円滑な開催に向けた関連事業等の推進      1,174百万円 

 (1) 生物多様性に配慮した事業活動と地域活性化を促進するための   222百万円 

   生物多様性地方総合展示会開催事業 

 (2) ＣＯＰ１０に向けた科学的基盤の強化及び持続的利用等に        98百万円 

   かかる合意形成のための国際会議開催 

 (3) アジア・オセアニア地域におけるサンゴ礁保全に向けた         155百万円 

   情報基盤整備事業                             

 (4) 生物多様性情報整備事業                        697百万円 

 

９．環境先端技術等の連携及び活用の推進                        1,893百万円 

 (1) 地域産学官連携環境先端技術普及モデル策定事業            700百万円 

 (2) 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」による     1,104百万円 

地球温暖化問題解決に向けた取り組みの推進 

 (3) し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用推進モデル事業        90百万円 

 

10.エネルギーのグリーン化やＣＯ2削減に資する調査等の推進      1,292百万円 

 (1) 温泉施設における温暖化対策事業                             441百万円 

  (2) 小水力発電による市民共同発電実現可能性調査                 103百万円 

 (3) 京都議定書目的達成のための廃棄物部門緊急調査               431百万円 

 (4) オフセット・クレジット(J-VER)制度検証等効率化事業          214百万円 

 (5) アジア・太平洋地域における「環境モデル都市」        103百万円 

･「環境モデル島」の構築調査 

 

11．安心・安全の確保等のための調査等の推進             1,543百万円 

 (1) 小児環境保健研究プロジェクトの推進                         977百万円 

  (2) 微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の安心・安全で効率的な処理の推進 150百万円 

 (3) 単独処理浄化槽を対象とした使用状況実態等緊急調査           303百万円 

  (4) 野鳥における鳥インフルエンザ対策の強化                     112百万円 

 

 

                    合 計                  １８７，０２５百万円 

 



エコポイントの活用によるグリーン家電の普及事業 

 

（１）事業の概要 

  家庭部門からの温室効果ガス排出量は、2007年度速報値において、 

1990年度比＋41％と著しく増加しており、家庭部門の対策強化が喫緊の課題

となっている。また、昨年の金融危機以降、家電関連産業の売上げが大幅に

低迷し、幅広い裾野産業や雇用に大きな影響を与えている。 

 本施策は、高い省エネ効果を有するグリーン家電（エアコン、冷蔵庫、地

上デジタル放送対応テレビ）の購入に対して様々な商品・サービスと交換可

能なポイント（エコポイント）を付与することで、地球温暖化対策の推進、

経済の活性化及び地上デジタル放送対応テレビの普及を図るもの。 

 

（２）事業計画 

統一省エネラベル４つ星相当以上のエアコン、冷蔵庫、地上デジタル放送 

対応テレビの購入に対して、価格の５％分程度（地上デジタル放送対応テレ

ビのみ10％分程度）を目安として一律の額のエコポイントを付与する。さら

に、対象家電商品の購入に合わせ、同種の古い家電をリサイクルした場合に

は、上記に加え、リサイクル料金相当分程度のエコポイントの付与を行う。 

 消費者はこれらのエコポイントを様々な商品・サービスと交換できること

とする。 

  

 

（３）事業実施主体  エコポイント事務局（仮称） 

 

（４）予算額  １０９，８１３百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



省エネ家電の買い換えに対し、エコ商品等に交換できるエコポイントを付与
【目的】 ①CO2の削減、②経済活性化、③地デジ対応ＴＶへの切り替えの加速
【対象】 省エネラベル４★相当以上のエアコン、冷蔵庫、地デジ放送対応テレビ

エコポイントの活用によるグリーン家電の普及＜2946億円＞

省エネ家電
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冷蔵庫エアコン

テレビ

エコポイント
申請
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費
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（環境省、経済産業省、総務省共同事業）

＜エコポイント数（点）＞

家電販売店

国

原資提供原資請求

原資提供

基金
製品の種類ごとに省エネ型
に限り一定額のポイント

エアコン 冷蔵庫 テレビ

統一省エネラベ
ル４☆相当以上
の製品の購入

３.６kW以上 ９,０００
２.８ｋW、２.５ｋW ７,０００
２.２ｋW以下 ６,０００

５０１㍑以上 １０,０００
４０１－５００㍑ ９,０００
２５１－４００㍑ ６,０００
２５０㍑以下 ３,０００

４６V以上 ３６,０００
４２V、４０V ２３,０００
３７V １７,０００
３２V、２６V  １２,０００
２６V未満 ７,０００

さらに、リサイク
ル（買換）を行う
場合

３,０００ ５,０００ ３,０００

エコポイント事務局
＜交換商品のメニュー例＞

① 省エネ・環境配慮に優れた商品
② 全国で使える商品券・プリペイドカード

（提供事業者が環境寄付を行うなど、
環境配慮型※のもの）

③ 地域振興に資するもの
を中心として、選定する予定
※公共交通機関利用カードを含む

http://rd.yahoo.co.jp/transit/expertapp/pr/west/evt=74722/*http:/transit.yahoo.co.jp/expertapp/promo/


地域グリーンニューディール基金の創設 

 

（１）事業の概要 

  地球温暖化対策等の国全体として重要な環境問題を解決するためには、地域の

取組が不可欠であることから、各種の法令等に基づき、地方公共団体に対して、

地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画や廃棄物処理法に基づく都

道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画など、様々な計画の策定と取組の

推進が規定されているところである。 

   こうした取組を地域が確実に実施し、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な

地域経済社会の構築につなげることを目的として、国から集中的に財政支援を行

う。 

 

（２）事業計画 

（３）に定める地域環境事業を実施する地方公共団体や民間事業者等を支援

するための財源として、各都道府県・指定都市に補助金を交付し、既存の地域

環境保全基金を積み増す（既存の基金の中に別勘定を設ける。既存の基金が無

い都道府県・指定都市には新たに基金を設置）。本補助金に係る基金の有効期

間は、３年間とする。 

 

（３）基金対象事業 

  基金を充当して実施する地域環境事業は、以下に掲げる事業をはじめとする

事業とする。 

（ⅰ）地球温暖化対策に係る地方公共団体実行計画関係事業 

 地方公共団体実行計画に基づく事業 

（ⅱ）都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画関係事業 

   都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画に基づく以下の事業 

・アスベスト廃棄物の処理施設の整備 

・不法投棄・散乱ゴミ等の処理の推進 

（ⅲ）ＰＣＢ廃棄物処理計画関係事業 

   ＰＣＢ廃棄物処理計画に基づく以下の事業 

・微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の把握支援 

・微量ＰＣＢ廃棄物の処理施設の整備 

（ⅳ）漂流・漂着ゴミ地域対策推進事業 

   漂流・漂着ゴミの回収・処理や発生源対策等に係る事業 

 

（４）事業実施主体  基金の造成先は各都道府県及び指定都市 

 

（５）予算額   ５５，０００百万円 



（基金対象事業の例）

補助金
【５５０億円】

○平成20年6月、地球温暖化対策推進法の改正により地域のＣＯ2削減計画の策定を義務付け。
○地方は、厳しい財政状況にある中で、さらなる環境対策の実施が必要とされている。
○都道府県等の地域環境保全基金を拡充して、取組を支援。

＜基金対象事業＞
（１）地球温暖化対策の推進（省エネ住宅、環境負荷の少ない交通・
エネルギーインフラ等の整備等）

（２）アスベスト廃棄物、不法投棄等の処理の推進
（３）微量ＰＣＢ廃棄物の処理の推進
（４）漂流・漂着ゴミの回収・処理等の推進 等

市民出資による
太陽光パネル設置

（※）地域環境保全基金：環境保全に関する知識の普及・啓発などの地域環境保全活動を支援するため、平成元年度補正
予算により、全国の都道府県及び指定都市に設置した基金。

地域グリーンニューディール基金の創設
（地域環境保全基金の拡充）

国

都道府県・指定都市 【地域環境保全基金】

住宅断熱リフォーム・地方公共団体事業への充当、
民間事業者への補助、利子助成等

コミュニティサイクル

微量PCB混入廃棄
物の処理促進

「地域の活性化」と「低炭素化・エコ化」を同時に推進

・３年間で取り崩して活用

漂流・漂着ゴミの
回収・処理

地球温暖化対策推進法に基づく地域計画等、国全体として進めるべき取組を支援

事業計画 事業実績報告



京都議定書目標達成特別支援無利子融資制度 

【３年間の緊急無利子融資（利子補給）制度】の創設            

 

（１）事業の概要 

   金融危機に端を発した厳しい経済情勢の下、設備投資・経常利益が減少する

中にあっても、京都議定書目標達成のため、企業もＣＯ２を大幅に削減しなけ

ればならない。 

こうした中、削減目標達成のための温暖化対策に係る設備投資への融資利率

の３％を限度（無利子相当を上限）とした利子補給を３年間行う。 

 

（２）事業計画 

利子補給を受ける事業者は、金融機関から温暖化対策に係る環境格付を受け

た上で、以下のいずれかを誓約することを条件とする。 

①３年間（2009年から2011年まで）でＣＯ２排出原単位６％改善又はＣＯ２

排出量６％削減。 

②５年間でＣＯ２排出原単位10％改善又はＣＯ２排出量10％削減。 

予算措置により基金を創設し、３年間分の利子補給所要額を交付。 

 

（３）事業の実施主体 

  環境省、基金設置法人、民間金融機関、民間事業者 

 

（４）予算額  ４，５００百万円 



○主要企業が赤字見込みを出すなど、現下の厳しい経済状況下の中で、環境投資等を促進するため、

環境ビジネス等に資金を流れやすくするための仕組みを創設する。（企業が赤字見通しの中では投資

減税だけでは不十分）

○具体的には、時限的に下記の３年間の無利子融資制度を創設することにより、温暖化対策等環境

ビジネスに取り組む企業等を支援する。

京都議定書目標達成特別支援無利子融資制度
（３年間の緊急無利子融資（利子補給）制度）

対象金融機関 ○温暖化対策に係る環境格付手法を実施する金融機関

融資条件 ○以下のいずれかの誓約を行った事業者
①３年間でＣＯ２排出原単位６％改善又はＣＯ２排出量６％
削減
②５年間でＣＯ２排出原単位10％改善又はＣＯ２排出量10％
削減

対象範囲 温暖化対策に係る設備投資

①利子補給対象融資限度額 １００億円／件

②利子補給率上限 ３％（無利子を上限）

国からの交付方法 予算措置により、基金（環境保全型経営促進基金（仮称））を創設し、３年
間分の所要額を交付

京都議定書目標達成特別支援無利子融資制度の創設 ＜４５億円＞



 

（１）事業の概要 

   全国・地域における預金取扱金融機関等が、①雇用、②事業性、③環境の３

つの側面（トリプルボトムライン）から積極的な取組を進める企業を掘り起こ

すための調査・審査（委託を含む。）に対して支援（調査費等補助）すること

により、①当該企業の株式を組み入れた公募型のエコファンドの創設や②当該

企業への環境低利融資を促す。 

 

（２）事業計画 

現在、企業の環境配慮経営を評価する環境格付融資を行っている金融機関

はごく一部であり、全国的に普及していない。この理由としては、金融機関

に環境評価に係る情報が十分にないことが挙げられる。昨秋以降の経済危機

を環境投資によって乗り越えるためにも、そうした環境関連投資を積極的に

行う企業を金融機関が正当に評価し、当該企業を支援することを目的とす

る。 

このため、環境面等で積極的な取組を進める企業を掘り起こすための調査

・審査（委託を含む。）に対して支援（調査費等補助）することにより、①

当該企業の株式を組み入れた公募型のエコファンドの創設や②当該企業への

環境低利融資等を促す。さらに、当該ファンドを公表して投資を促し、その

ファンド構成企業への資金供給を促進する等、当該企業における雇用を促進

する。 

 

（３）事業実施主体  環境省、民間金融機関 

 

（４）予算額  ２４０百万円（１／２補助） 

金融機関による「環境格付」のための企業調査・審査に対する補助制度の創設 



金融機関等が、①雇用、②事業性、③環境の３つの側面から積極的な取

組を進める企業を掘り起こすための調査・審査（委託を含む。）に対して支

援（調査費等補助）することにより、①当該企業の株式を組み入れた公募型

のエコファンドの創設や②当該企業への環境低利融資等を促す。さらに、

当該ファンドを公表して投資を促し、そのファンド構成企業への資金供給を

促進する等、当該事業者における雇用を促進する。

金融機関による「環境格付」のための企業調査・審査に対する補助制度の創設
＜２．４億円＞
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自動車低公害化推進事業 
〔地方公共団体等の保有する塵芥車、ごみ運搬車等の低公害化〕 

 
 
 
（１）事業の概要 

地方公共団体等が保有する塵芥車、ごみ運搬車等については、地方公共団体
等の経済的負担等の要因によって低公害化が遅れているため、これらの車両の
導入に当たり補助を実施することにより、地方公共団体等が率先してハイブリ
ッド自動車等の次世代自動車を導入することを支援する。 

 
 
（２）事業計画 

地方公共団体、収集委託業者及び収集許可事業者が塵芥車、ゴミ運搬車等と
してハイブリッド自動車等を導入する事業に対して、環境省により選定された
執行事務実施者が、その費用の一部を補助する。 

 
 
（３）事業実施主体 
  地方公共団体・民間事業者（収集委託業者・収集許可事業者）            
 
 
（４）予算額 ３，５００百万円 
  
 （補助額） 
  
【地方公共団体向け】  ハイブリッド自動車     ＣＮＧ自動車  
 
 

 積載量４ｔ未満     980千円      980千円 
 積載量４ｔ以上    2,750千円      3,200千円 

     注）通常車両との差額100％相当の定額補助 
 
【収集委託業者等】  ハイブリッド自動車     ＣＮＧ自動車 
 
 

 積載量４ｔ未満     490千円      490千円 
 積載量４ｔ以上    1,375千円     1,600千円 

     注）通常車両との差額の1/2相当の定額補助 



地方公共団体等の塵芥車等について、平成２１年度にハイブリッド自動車・CNG自動車を導入する場
合に、地方公共団体については通常車両との差額相当分の定額補助を実施、収集委託業者等につい

ては通常車両との差額の1/2相当分の定額補助を実施

しかし・・・

次世代自動車
の導入支援

○京都議定書目標達成計画（平成20年3月28日）
・クリーンエネルギー自動車（ハイブリッド自動車、ＣＮＧ自動車等）を2010年度までに69～233万台普及

○低炭素社会づくり行動計画（平成20年7月29日）
・次世代自動車（ハイブリッド自動車、ＣＮＧ自動車等）を2020年度までに新車販売の2台に1台の割合で導入

○地方公共団体、収集委託業者、収集許可業者（地方公共団体等）が保有する塵芥車、ごみ運搬車等
については、地方公共団体等の経済的負担等の要因によって、低公害車化に遅れ
・ 地方公共団体が保有する塵芥車その他の特種用途自動車における低公害車の普及率：約11％

〔普通乗用車、軽自動車等においては、約25％〕

自動車低公害化推進事業
〔地方公共団体等の保有する塵芥車、ごみ運搬車等の低公害化〕



 
世界遺産センターのグリーン化等によるＣＯ２排出削減 

 
 
（１）事業の概要 

世界遺産地域に対する気候変動の影響が国際的に懸念されており、各世
界遺産地域において、早急に気候変動への適応策や緩和策をとることが求
められているところである。 
このため、世界遺産地域の管理の中心的施設である世界遺産センター等

において、太陽光パネルや地熱ヒートポンプを導入するなど施設をグリー
ン化することによりＣＯ２排出量を削減するとともに、観察フィールドな
ど関連する施設整備を行う。 

 
（２）事業計画 
  世界遺産センターのグリーン化 
 
<知床世界遺産> 
①知床世界遺産センター（太陽光パネル、地熱ヒートポンプ、雪室の導入、
付帯駐車場の整備） 

②ルサフィールドハウス（太陽光パネル、観察フィールド整備） 
 

<白神山地世界遺産> 
③白神山地世界遺産センター（太陽光パネルの導入） 

 
<屋久島世界遺産> 
④屋久島世界遺産センター（展示照明のLED化、ペレットストーブの導
入）  

 
（３）事業実施主体  環境省 
 
 
（４）予算額  ２４３百万円 



世界遺産センターのグリーン化等によるＣＯ２排出削減

＜省エネ改修内容＞
・太陽光パネル設置
・地中熱ヒートポンプ
・雪室

知床世界遺産センター

ルサフィールドハウス

屋久島世界遺産センター

＜グリーン化内容＞
・太陽光パネル設置

＜グリーン化内容＞
・展示照明のＬＥＤ化
・ペレットストーブ設置 等

白神山地世界遺産センター

知床世界遺産センター

ルサフィールドハウス

白神山地世界遺産センター

屋久島世界遺産センター

北海道斜里郡斜里町

北海道目梨郡羅臼町

青森県中津軽郡西目屋村

鹿児島県熊毛郡屋久島町

太陽光パネル(地上置き）
展示照明のLED化

ペレットストーブ

＜省エネ改修内容＞
・太陽光パネル設置
・地中熱ヒートポンプ
・雪室

＜省エネ改修内容＞
・太陽光パネル設置
・地中熱ヒートポンプ
・雪室

＜省エネ改修内容＞
・太陽光パネル設置
・地中熱ヒートポンプ
・雪室

＜グリーン化内容＞
・太陽光パネル設置
・地中熱ヒートポンプ
・雪室

＜付帯駐車場整備＞
※センターを拠点とする
利用の増加

＜グリーン化内容＞
・太陽光パネル設置

＜付帯駐車場整備＞
※センターを拠点とする
利用の増加

＜付帯駐車場整備＞
※センターを拠点とする
利用の増加

＜付帯駐車場整備＞
※センターを拠点とする
利用の増加

＜付帯駐車場整備＞
※センターを拠点とする
利用の増加

太陽光パネル(地上置き）

太陽光パネル(地上置き）

＜観察フィールドの整備＞
※海・川・森のつながりを実感できる
観察フィールド

＜観察フィールドの整備＞
※海・川・森のつながりを実感できる
観察フィールド

＜観察フィールドの整備＞
※海・川・森のつながりを実感できる
観察フィールド

＜観察フィールドの整備＞
※海・川・森のつながりを実感できる
観察フィールド

＜観察フィールドの整備＞
※海・川・森のつながりを実感できる
観察フィールド

ＣＯ２排出量削減 環境意識の啓発
省エネ施設等の設置による

雇用の創出



生物多様性保全拠点等のグリーン化等によるＣＯ２排出削減 
 
 
（１）事業の概要 
 種の保存法に基づく国内希少野生動植物等の希少な野生生物の保護増殖事業
等を総合的に推進する「野生生物保護センター」などの生物多様性保全拠点施
設等を対象に施設のグリーン化を実施しCO2排出削減に取組む。 
 

【具体的な整備内容】 
・野生生物保護センター等について、太陽光パネルの設置、暖房設備の省エネ
化、屋上緑化等によりグリーン化に配慮した改修、補強等。 

 ・水鳥・湿地センターについて、太陽光パネルの設置や外壁・内壁に断熱材を
利用し冷暖房の効率化を図る等グリーン化に配慮した改修。 

 ・国指定鳥獣保護区管理棟の屋根・外壁等についてグリーン化に配慮した改修。 
 ・軽井沢野鳥の森の休憩施設について、間伐材の利用や太陽光パネルの設置等

グリーン化に配慮した改修。 
 
【対象施設（１２施設】 
 ・野生生物保護センター等（５箇所） 
  北海道海鳥センター、釧路野生生物保護センター、猛禽類保護センター、奄

美野生生物保護センター、やんばる野生生物保護センター 
 ・水鳥・湿地センター（３箇所） 
  厚岸水鳥観察館、稲永ビジターセンター、琵琶湖水鳥・湿地センター 
 ・国指定鳥獣保護区管理棟(３箇所） 
  大潟草原管理棟、下北西部管理舎、霧島管理棟 
 ・軽井沢野鳥の森休憩所 
 
（２）事業計画 
    平成２１年度末を目途に全国１２施設を対象として必要箇所の整備・改修を
行う。 

 
（３）事業実施主体   環境省、都道府県 
 
（４）予算額  １３４百万円 



生物多様性保全拠点施設グリーン化の例



 
国立公園等施設の低炭素化等の推進〔公共事業〕 

 
 
（１）事業の概要 
   皇居外苑濠の水質浄化能力の向上や、国立公園等の各種施設の安全確保と

グリーン化を促進するための施設整備を実施する。 
 
（２）事業計画 

１）国立公園等低炭素化推進事業〈直轄事業〉 
    国立公園及び国民公園における街灯照明のＬＥＤ化等を実施することに

より、二酸化炭素の排出削減、省エネ技術の開発・普及促進を図る。 
  

・国立公園ＬＥＤ街灯設置事業 
・皇居外苑ＬＥＤ街灯等整備事業 
・新宿御苑環境配慮型基盤整備事業 

 
２）国立公園等地域活性化推進事業〈直轄事業〉 

    国立公園及び国民公園において、地域の魅力向上につながる次の事業を
実施することにより、観光の振興及び地域の活性化を図る。 

  
・国立公園利用者安全対策緊急整備事業 
・皇居外苑濠水環境改善事業 
・新宿御苑外周林修景再整備事業 
・京都御苑内環境改善事業 
・過去に損なわれた自然環境の再生事業 
・国立公園内携帯トイレブース等整備推進事業 
・国立公園内鳥獣共生推進施設整備事業 

 
（３）事業実施主体  環境省 
 
（４）予算額   ６，５７０百万円 



国立公園等施設の低炭素化等の推進 

＜主な事業＞ 

①国立公園等低炭素化推進事業 

 ○ ＬＥＤ街灯設置事業        ○ 環境配慮型基盤整備 

        （国立公園・皇居外苑）                       （新宿御苑）                                                                                                                             

                                                        

      ＬＥＤ照明導入（イメージ写真）           太陽光パネル設置・燃料電池導入                                               

 

②国立公園等地域活性化推進事業 

○ 利用者安全対策事業                         ○ 壕水環境改善事業 

（瀬戸内海国立公園)           （尾瀬国立公園）                    （皇居外苑） 

           

 

○ 自然環境の再生事業                  ○ 鳥獣共生施設整備  

（サンゴの再生）       （希少種の生息環境整備）            （防鹿柵） 

   

 



 
単独処理浄化槽転換加速モデル事業等（公共事業） 

 
 
（１）事業の概要 
 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換することが喫緊の課題となってい
る。平成２１年度当初予算では、単独処理浄化槽の転換事業は市町村設置型の
みが助成対象となっているが、今回の補正予算により、個人設置型にも対象を
拡大し、国費により２分の１の助成を行い、単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽への転換を促進する。 

  また、低炭素社会対応型浄化槽集中整備事業の対象市町村数を拡大し、低炭
素社会に向けた省エネルギー型浄化槽の整備を促進する。 
 
 

（２）事業実施主体  市町村 （補助率１／２） 
 
 
（３）予算額  １，００３百万円（事業費２０億円） 



単独処理浄化槽転換加速モデル事業等（公共）

事業期間：平成２１年度から３年間
助 成 率 ：１／２
事業内容：
①浄化槽集中整備事業
（浄化槽汚水処理人口普及率を一定以上向上させる）
②高度処理型浄化槽集中整備事業
（高度処理型浄化槽により特に水質の保全を図る）
③単独処理浄化槽集中転換事業
（一定以上の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ転換）
④防災拠点浄化槽集中整備事業
（災害時の避難所となる施設における浄化槽の整備）

⑤低炭素社会対応型浄化槽集中整備事業

（低炭素社会に向けた省エネ型浄化槽の整備）

・単独処理浄化槽集中転換事業の
助成対象を個人設置型に拡大

・低炭素社会対応型浄化槽集中整

備事業の対象市町村数を拡大

〔平成２１年度補正予算〕

単独処理浄化槽転換加速モデル事業等
〔平成２１年度当初予算〕

浄化槽整備区域促進特別モデル事業

○単独処理浄化槽転換の促進

○省エネ型浄化槽の普及促進



 
       生物多様性に配慮した事業活動と地域活性化を促進するための 

        生物多様性地方総合展示会開催事業 

 
 
（１）事業の概要 
○2008年５月にドイツで開催された生物多様性条約第９回締約国会議（ＣＯＰ
９）では、ドイツ政府による「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」に日本
企業９社を含む35社が署名するなど、ビジネスと生物多様性が国際的に大きく
クローズアップされた。 

○2010年のＣＯＰ10においても、主要議題の一つとなることが予想され、我が国
においても経済界との連携のもと、取組の一層の推進を図っているところ。 

○国内でも、2009年３月には経団連が検討してきた「日本経団連生物多様性宣
言」が発表されたほか、2009年夏には環境省が検討中の「生物多様性民間参画
ガイドライン（仮称）」が完成する予定であり、財界・環境省が取組を進めて
いく予定。 

○一方、昨今の経済情勢の急激な悪化等により、企業活動を取り巻く状況は急激
に悪化しており、競争力の小さな地方企業等を中心に、生物多様性に向けた取
組の停滞が懸念され、ＣＯＰ10に向けた緊急の梃子入れが必要となっている。 

○また、昨今の不況下では、新たなビジネスチャンスや雇用機会の創出、付加価
値を付けた一次産業等の発掘なども含め、地域活性化を模索する必要がある。 

○このため、本事業では、生物多様性をビジネスチャンスとして捉える企業や生
物多様性に配慮した農林水産業やエコツーリズム等により地域活性化を図る団
体等が一堂に会し、互いの情報交換や新たな連携を推進する場と機会を提供し、
事業活動等における生物多様性への配慮と地域活性化を推進する。 

 
（２）事業計画 
○各地域で取組を行っている企業、農林水産業や地域固有の生物多様性に根ざし
た食文化、工芸、芸能などに関する団体、生物多様性に関連する技術開発や研
究を行っている大学や研究機関、地域を問わず生物多様性に関する認証制度を
行う団体や企業と実際に連携しているＮＧＯ、経済団体、政府や地方自治体等
を出展者とする展示会を全国３箇所程度で開催。 

○2009年夏に完成予定の「生物多様性民間参画ガイドライン（仮称）」の説明会
や、他地域の事例の紹介などのミニ・イベントも併せて開催。  

 
（３）事業実施主体  環境省 
 

（４）予算額  ２２２百万円 



生物多様性に配慮した事業活動と地域活性化を促進するための

生物多様性地方総合展示会開催事業

国際的にビジネスと生物多様性が大きくクローズアップ
■ COP9（2008）でドイツ政府がビジネスと生物多様性イニシアティブを立ち上げ
■ COP10（2010）でもビジネスと生物多様性は主要議題の一つ

出展者

■ 生物多様性に関する新たなビジネスチャンスの創出
■ COP10に向け、産官学民の交流・連携と地域活性化の促進
■ 生物多様性への参画企業の大幅増 （2009年10社程度→100社へ）

生物多様性地方総合展示会の開催 → 情報交換・新たな連携を促進する場の提供

企業 技術開発・研究機関

行政機関NPO・NGO

組合・団体大学・教育機関

■環境省による取組
生物多様性に配慮した企業活動を支援する
ためのガイドラインの作成（今夏目途）

■事業者による取組
日本経団連生物多様性宣言等

COP10に向け国内の取組を推進

経済情勢の悪化による企業等の民間参画の意欲減退のおそれ
COP10に向けたテコ入れの必要性

分野

農林水産業

伝統工芸・芸能事業活動 食文化

環境教育地域活動 エコツーリズム

技術開発・研究



 
     ＣＢＤ／ＣＯＰ１０に向けた科学的基盤の強化及び持続的利用等 
     にかかる合意形成のための国際会議開催 
 
 
（１）事業の概要 
  生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）が我が国で平成２２年 
１０月に開催される予定であり、また当該年の２０１０年は「国際生物多様性
年」にもあたる国際的に重要な節目の年とされている。 
  ＣＯＰ１０の議題には、２０１０年目標の達成評価と新・目標の策定、遺伝
資源へのアクセスと利益配分、気候変動と生物多様性、ビジネスと生物多様性、
科学的基盤の強化など多様な項目が含まれており、我が国は国際的な議論の進
展と取りまとめに向け、ホスト国としてのリーダーシップ発揮を求められてい
る。 
  これらの主要議題に関連して、我が国は特に自然資源の持続的利用や科学的
基盤の強化に関する国際連携・協力等について、環境省の主導による新たなイ
ニシアティブを構築していくこととしている。 
  この準備を進める上で、ＣＯＰ１０に向け、各国及び条約事務局など国際機
関等との協力のもとに科学的基盤の強化及び持続的利用等にかかる合意形成を
推進するための国際会合を開催するものである。 
 
（２）事業計画 
  ２００９年上半期 ・関係機関・関係国政府との調整 
       下半期 ・生物多様性保全の持続的な利用、科学的基盤の強  
            化と地球規模生物多様性モニタリング等に関する  
            国際会合の開催 
 
（３）事業実施主体  環境省 
 
（４）予算額  ９８百万円 



生物多様性条約第１０回締約国会議（CBD/COP10）に向けた
科学的基盤の強化及び持続的利用等にかかる合意形成のための国際会議開催

ＣＯＰ９・
ＭＯＰ４
５月 ボン

２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度

生物多様性

科学国際計画
（DIVERSITAS）
科学委員会
２月：米国

科学的基盤の
強化に関する
国際会合

自然資源の

持続的利用に
関する国際会合

国
際
的
な
動
き

日
本
の
取
組

協議に基づ
き、科学的基
盤の強化に
関する国際
会合の早期
開催の必要
性について
条約事務局、
学会等から
指摘あり

ＳＡＴＯＹＡＭＡ
イニシアティブ
国際ワーク
ショップ
３月：日本

協議に基づ
き、自然資源
の持続的利
用に関する
国際会合の
早期開催の
必要性につ
いて条約事
務局、有識
者等からの
指摘あり

ＣＯＰ１０・
ＭＯＰ５

１０月 名古屋

ＣＯＰ１０で世界に
向けて発信

各種作業部会・専門家会合等

今回要求する
国際会議 科学的基盤の強

化に関する国際
連携・協力に関す
るイニシアティブ

自然資源の持続
的利用に
関する国際
イニシアティブ

（ＳＡＴＯＹＡＭＡイ
ニシアティブ）

ＳＢＳＴＴＡ（科学
技術助言補助機
関）会合・

条約実施レビュー
作業部会
５月：ナイロビ

ＣＯＰ１０で取
上げるために
は、ＳＢＳＴＴ
Ａでの議論に
インプットする
必要あり



 
アジア・オセアニア地域におけるサンゴ礁保全に向けた情報基盤整備事業 

 
 
（１）事業の概要 

海洋保護区（MPA）の設置や効果的管理を通じた海洋の生物多様性保全の必
要性について、世界的な認識が高まっており、生物多様性条約COP8において
「世界の海洋及び沿岸域の少なくとも10%が効果的に保全されるべき」との
数値目標が決議されている。 
こうした中、平成20年11月に開催された国際サンゴ礁保護区ネットワー

ク会議において、関係各国等と東アジアを中心とした海域で重要サンゴ礁ネ
ットワーク戦略を策定していくことに合意した。 
本事業では、同戦略策定に向け、ALOS AVNIR2のリモートセンシングデー

タ等を活用して、東アジア、オセアニア地域の最新のサンゴ礁分布図の整備
を行うことを目的とする。 
 
 

（２）事業計画 
１）国産人工衛星ALOS AVNIR２の衛星画像を活用し、東アジア・オセアニ
ア地域のサンゴ礁分布図を作成。 

２）対象範囲内の地域特有のサンゴ群集を持つ場所等で、現地調査を実施。 
３） ２）で収集した情報及び既存の情報を統合して、 １）で作成したサ
ンゴ礁分布図を更新することで、精度を向上。   

 
 
（３）事業実施主体  民間団体 
 
 
（４）予算額  １５５百万円 



「
重
要
サ
ン
ゴ
礁

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
戦
略
」

の
策
定

アジア・オセアニア地域におけるサンゴ礁保全
に向けた情報基盤整備事業

H21年度

海洋保護区の設置等
による保全の促進

画
像
解
析

現地調査
(10箇所）

十
分
に
保
全
さ
れ
て
い
な
い

重
要
サ
ン
ゴ
礁
の
抽
出

日本の貢献として
COP10で発表

1500ｼｰﾝ

アジア・オセアニア地域の
サンゴ礁分布図の作製

海洋保護区
データベース
の活用

東ｱｼﾞｱｻﾐｯﾄで福田
元総理が協力を発
表 (H19年11月）

G8環境大臣会合
で日本の取組とし
て発表(H20年5月)

国際ｻﾝｺﾞ礁保護区
ﾈｯﾄﾜｰｸ会議で方針
決定(H20年11月）

太平洋島ｻﾐｯﾄでｻﾝ
ｺﾞ礁保全の取組と
して位置付け予定
(H21年5月) ALOS 

AVNIR2
人工衛星だいちの画像取得 サンゴ礁分布図の作製

ICRI地域会合ICRI地域会合

対象地域

H22年度
※ ICRI:国際ｻﾝｺﾞ礁ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ



生物多様性情報整備事業 
 
 
（１）事業の概要 
・社会情勢の変化や温暖化等の影響を受け、生息状況の変化が予想される野生
動植物種の分布状況等を把握し、過去の自然環境保全基礎調査の結果と比較
することにより、我が国の生物多様性の動向を明らかにする。 

・生物多様性センターに収蔵されている各種調査報告書、文献及び生物標本情
報（約６万点）の電子化・データベース登録作業を行い、成果物の効率的な
管理を実施するほか、英文ホームページの更新充実を図る。 

                                 
（２）事業計画                                                          
    平成２１年度  ・野生動植物種（外来種も含む）の分布把握調査 

・特定哺乳類（シカ・イノシシ等）の生息動向把握調査 
・生物多様性調査情報のとりまとめ及び評価 
・生物多様性センター既存資料の電子化・データベース登録、
英文ホームページの作成 

 
（３）事業実施主体  民間団体 
 
（４）予算額  ６９７百万円 



生物多様性情報整備事業

特定哺乳類の生息動向
把握調査
・甚大な生態系被害及び農林業被害を発
生させている特定哺乳類（クマ類・シカ・イ
ノシシ・サル）について、全国的な分布調
査及び生態情報の把握・整理を実施。

我が国の生物多様性調査情報の
とりまとめ及び評価

生物多様性センター既存資料の電子化・
データベース登録
・各種報告書及び生物標本（約６万点）の電子化及びＧＢＩＦ
登録作業を行い、成果物の効率的な管理を実施する。また、
英文ホームページの更新、充実を図る。

2010年の生物多様性条
約第10回締約国会議
（COP10、名古屋)におい
て、我が国の生物多様性
保全の取り組み状況に関
する評価情報として活用。

野生動植物種の分布調査
・生態系の中で重要な機能を果たし、生物多様
性の変化の指標となる野生動植物種の全国的
な分布の動向や生態の把握・整理を行う。

・過去に行った重要な植物群落等のフォロー
アップ調査も実施。

COP10における我が国の生物多様性総合評価のために、基礎情報の提供が不可欠



地域産学官連携環境先端技術普及モデル策定事業 

（１）事業の概要 

電気のみを動力源とするバス又はトラックの普及モデル(ビジネスモデル)の策

定、このための研究・開発など、早急に普及が必要な先端的環境技術に関する、

地域における先導的普及モデルの策定及びこのためのシステム化・実証研究につ

いて、産学官連携による取り組みを公募し、優秀な提案のあった応募者が所属す

る試験研究機関等に当該研究開発を委託して実施することにより、持続可能な社

会の構築に資する。 

（２）事業計画 

 現在、2020年までの温室効果ガス削減目標が議論されているが、太陽光発電、

次世代自動車等の先端的環境技術について、数十%以上の高い普及率を必要として

おり、その普及に向けた具体的取り組みを加速させていく必要がある。こうした

先端的環境技術の多くは、システム化することにより初めて大きな効用をもたら

すものであり、これまで研究開発してきた要素技術を早急にシステム化する必要

があるが、製品化するまでの過程では実用性を確保すべくあらゆる種類の試験に

適合することを確認することが必要なため大規模な経費を要する場合があり、従

来の競争的研究資金では実施が困難であった。 

 この様な観点から、早急に普及が必要な先端的環境技術について、地域におけ

る先導的普及モデル(ビジネスモデル)の策定及びこのためのシステム化・実証研

究について、産学官連携による取り組みを公募し、最も優秀な提案のあった応募

者が所属する試験研究機関等に当該研究開発を委託して実施することにより、持

続可能な社会の構築を図るものである。 

 公募にあたっては、 

① 環境省の事業、他府省の事業等で開発された要素技術を活用しシステム化する
こと 

② 提案システムの普及モデル(ビジネスモデル)を地域自治体及び想定される事業
者と連携して策定すること 

③ 研究成果を事業において又は事業終了後、地域自治体及び想定される事業者が
参画する形で実証試験を実施するとともに、その状況を地域住民が見ることで

きる発信を計画すること 

④ 低炭素社会の実現に資するほか、循環型社会、自然共生社会又は安心・安全な
社会の実現の観点からも有効なこと 

を条件とする。 

⑤他の競争的研究資金では実施が困難なこと 

 

（３）事業実施主体   独立行政法人、大学、民間企業等 

 

（４）予算額  ７００百万円 



地域産学官連携環境先端技術普及モデル策定事業
700百万円

競争的研究資金を活用し、早急に普及が必要な先端的環境技術に関する、地域における
先導的普及モデル(ビジネスモデル)の策定及びこのためのシステム化・実証研究を実施。
環境省の事業、他府省の事業等で開発された要素技術を活用しシステム化。

地域自治体及び想定される事業者が連携して提案システムの普及モデルを策定。

研究成果を地域自治体及び想定される事業者が参画する形で実証試験を実施するとともに、
その状況を地域住民が見ることができる形で発信。

◆産業化(大量普及)

◆製品化

◆試作・実証

◆発明発見(新たな発見)

グリーン税制等により
ダーウィンの海を克服

モデル事業等により
デスバレーを克服

◇要素技術の完成

◇ラボスケール実験
◇ベンチスケール実験

政策対応型競争的資金により
魔の川を渡渉

基礎研究費により支援

本事業の対象
事例 電動バス・トラック



温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」による地球温暖化問題解決に向け

た取り組みの推進 

（１）事業の概要 

  2009年1月に打上げられた世界初の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき（GOSA

T）」について、同年2月の米国NASAの同種衛星の打上げ失敗もあり、現在世界中の

関心、期待が集まりつつあることから、「いぶき」のデータ解析機能、国際交流活動

等を強化することで、世界各国の地球温暖化問題解決への取り組みの推進に資すると

ともに、その中核的機能を果たす。 

  

（２）事業計画 

 GOSATデータ処理・運用設備の機能強化 
国立環境研究所に設置されたGOSATのデータ解析/検索/提供機能等を強化し、

国内のみならず世界各国の研究者のニーズに応えられる体制等を整備する。 

 GOSATデータ地上検証用機器の追加導入 
衛星データの精度検証等に使用される地上観測機器を追加導入し、米国衛星と

の比較をせずとも高い精度のデータを提供できる体制等を整備する。 

 国内外の研究者との交流促進 
「いぶき」データを利用する世界各国の研究者との交流を促進し、衛星データ

利用による地球温暖化研究の中核的機能を果たす。 

（３）事業実施主体  独立行政法人国立環境研究所 

（４）予算額  １，１０４百万円 



温室効果ガス観測技術衛星「いぶき（GOSAT）」による
地球温暖化問題解決に向けた取り組みの推進

1,104百万円

2009年1月に打上げられた世界初の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき
（GOSAT）」について、同年2月の米国NASAの同種衛星の打上げ失敗もあり、現在世
界中の関心、期待が集まりつつあることから、「いぶき」のデータ解析機能、国際交
流活動等を強化することで、世界各国の地球温暖化問題解決への取り組みの推進
に資するとともに、その中核的機能を果たす。

① GOSATデータ処理・運用設備の機能強化
国立環境研究所に設置されたGOSATのデータ解析/検索/
提供機能等を強化し、国内外の研究者のニーズに応えられ
る体制等を強化。

② GOSATデータ地上検証用機器の追加導入
衛星データの精度検証等に米国衛星を使用することができ
なくなったことから、地上観測機器を追加導入し、高い精度の
データを提供できる体制等を整備。

③ 国内外の研究者との交流促進

「いぶき」データを利用する世界各国の研究者との交流を促
進し、衛星データ利用による地球温暖化研究の中核的機能
を果たす。



 
し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用推進モデル事業 

 
 
（１）事業の概要 
１）リン回収しているし尿処理施設等のケーススタディ 

リン回収を行っているし尿処理施設におけるリン回収・利活用の状況を把
握し、リン回収の経済性、回収したリンの受入の条件など、リン回収・利活
用システムの構築に当たっての課題や回収の効率を向上させるための施策に
ついて整理する。 

２）し尿・浄化槽汚泥リン回収・利活用モデル事業の実施 
し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用モデル事業を実施する。具体的

には、既存の処理施設にリン回収・利活用を行うためのパイロットプラント
を設置し、し尿や浄化槽汚泥からリンの回収を行う。 

３）リン回収・利活用型し尿処理システムの評価・確立 
（１）、（２）の成果等を踏まえ、し尿処理システム全体として経済性、

環境負荷、循環型社会形成の観点から評価を行い、し尿処理の広域化の可能
性も含め、効率的リン回収・利活用システムの確立を図る。 

 
（２）事業計画 
   ・リン回収しているし尿処理施設等のケーススタディ 

・し尿・浄化槽汚泥リン回収・利活用モデル事業の実施 
・リン回収・利活用型し尿処理システムの評価・確立 

 
（３）事業実施主体  環境省 
 
（４）予算額  ９０百万円 



し尿処理施設

肥料工場

住 宅

【し尿・浄化槽汚泥からのリン回収の現状と課題】
・し尿や浄化槽汚泥からのリン回収はHAP法やMAP法により、
技術的に可能であり、さらにし尿処理施設からのリン回収は
閉鎖性水域の富栄養化防止等の観点からの要請も強い。

・しかしながら、し尿中のリン濃度は比較的高いが、１施設当
たりで回収可能なリンの絶対量は小さく、回収や物流にコス
トがかかるため事業として成立しないなど、導入する機運に
乏しい。

・し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用については、処理
の広域化や安定的な受入先の確保など、様々な施策をあわせ
て実施しない限り、困難な状況にある。

【資源としてのリンの現状と課題】
・我が国では、リンは肥料や食品、金属加工等に利用されてい
るが、ほぼ全量を海外に依存。

・リン鉱石は米国、中国、モロッコ等の小数の国に偏在、かつ
米国、中国が輸出禁止措置を実施。

・こうした中、国際市場におけるリンの価格は高騰。
・資源安全保障の観点から、リンのリサイクルの必要性につい
て、産官学が連携して取り組むべきとの議論が高まっている。

【リンの価格の動向】
約18,000円（H19.12)⇒約49,000円（H20.11）

①リン回収している既存施設等
のケーススタディ

し尿・浄化槽汚泥の
収集・運搬 リン回収施設

農地

回収したリンの農業利用

効率的リン
回収・利活
用システム
の確立

し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用推進モデル事業

②リン回収パイロットプラントの設置による
リン回収・利活用モデル事業の実施

③リン回収・利活用型し尿処理システムの総合的評価
（経済性、環境負荷低減、循環型社会形成の観点）

し尿・浄化槽汚泥からのリン回収・利活用推進モデル事業の実施

合併処理
浄化槽



 
温泉施設における温暖化対策事業 

 
 
（１）事業の概要 

温泉の熱や温泉の採取に伴い発生するガス（温泉付随ガス）を活用した温暖
化対策は、二酸化炭素削減量が大きく、非常に有効な手段である。また、京都
議定書目標達成計画においても、「地域の特性を活かした未利用エネルギー、
廃棄物焼却等の廃熱の利用を促進し、地域における効率的なエネルギー供給を
行う。」とされており、こうした取組の一層の促進が必要である。 
しかしながら、一部の事業者は、環境意識の向上等からこうした取組に意欲

があるものの、初期投資費用の調達がままならない場合も多く、また、こうし
た取組が十分に認知されていない状況でもある。 
このため、温泉の熱や温泉付随ガスを活用した温暖化対策を行う事業者を支

援し、対策の普及を図る。 
 

（２）事業計画 
ⅰ）補助対象となる施設 
①ヒートポンプによる温泉熱の熱利用 
②温泉付随ガスの熱利用 
③温泉付随ガスのコジェネレーション 

 
（３）事業実施主体 
 
ⅰ）補助対象者  民間団体 
 
ⅱ）補助率 
（２）ⅰ）の①  ： 事業費の１／３を限度 
（２）ⅰ）の②～③： 事業費の１／２を限度 

 
（４）予算額  ４４１百万円 
 

①ヒートポンプによる温泉熱の熱利用         ４０５百万円 
②温泉付随ガスの熱利用                                １６百万円 
③温泉付随ガスのコジェネレーション                    ２０百万円 



１．ヒートポンプによる温泉熱の熱利用

３．温泉付随ガスのコジェネレーション

温泉施設における温暖化対策事業

２．温泉付随ガスの熱利用

温泉付随ガス

お湯



 
小水力発電による市民共同発電実現可能性調査 

 
 
（１）事業の概要 

小水力発電は、最もライフサイクルCO2排出量の少ない発電設備であるが、
イニシャルコストが高いなどの課題がある。このため、河川等における設置可
能性調査や、市民出資による設置可能性の発掘を、地方公共団体に委託して実
施することにより、普及を促し、低炭素社会の構築を図る。 

 
（２）事業計画 

小水力発電は設置までに流量調査や法的手続きなどに期間が必要であり、ま
た、市民出資には自治体の直接的又は間接的な支援が必要であることから、地
方公共団体が主体的に、候補地や設置運営主体、資金調達方法（市民ファン
ド）の可能性、法制度、最も有効な小水力発電の形式などの調査を行うことに
より、市民共同発電の実現可能性を検討する。 

 
（３）事業実施主体  環境省（地方公共団体に委託予定） 
 
（４）予算額  １０３百万円 



 

市民共同発電の
設置可能地を
調査・発掘

小水力発電は最もクリーンな発電であるものの、設置までには流量調査や法
的手続きなどに期間が必要であり、また、市民出資には地方公共団体の直接
的又は間接的な支援が必要である。このため、地方公共団体に委託し、候補
地や設置運営主体、資金調達方法（市民ファンド）の可能性、最も有効な小水
力発電の形式などの調査を行うことにより、市民共同発電の下地作りを行う。

小水力発電による市民共同発電実現可能性調査

管路 用水路

市民共同出資
による小水力
発電の設置

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Omaruyosui_05a5179v.jpg


 
京都議定書目標達成のための廃棄物部門緊急調査 

 
 
（１）事業の概要 
  京都議定書目標達成計画に定められた廃棄物部門からの温室効果ガス排 出
量削減の目標達成に向けて、約束期間中に実施した施策の効果を把握し、さら
に追加的に必要となる施策を迅速に立案するため、国による廃棄物の排出・処
理状況及びそれに基づく廃棄物部門からの温室効果ガス排出量の全国的な調査
を実施する。 
  現在、２年遅れでとりまとめられている廃棄物部門のデータの取りまとめ、
整備を迅速化することで、国内廃棄物部門からの温室効果ガス排出量の正確な
算定と早期化が図られることにより、約束期間内に事業者等により講じられた
施策の効果を迅速に把握することが可能となり、第１約束期間内の2011年から
温暖化対策への施策の企画・立案に役立てることができる。加えて、潜在的な
循環利用の可能性を発掘し、資源の有効利用と環境負荷の低減に活用、経済変
動や資源価格の乱高下に対して安定的な循環システムを形成することに貢献で
きる。 
 
（２）事業計画 
  2009年度中に国による全国的な統一調査を実施し、各都道府県における有機
系・無機系廃棄物等の定量的なフロー情報を一本化することで、低炭素社会づ
くりに向けた取組との統合に資する廃棄物統計データを整備する。具体的には、
国において業種・業界ごとの調査手法を検討した後、都道府県に統一した調査
手法や調査項目を提示する。都道府県は、国の指針に沿って調査を実施し、報
告を行う。これにより国と都道府県において廃棄物統計情報が共有され、推計
誤差も少なくなる。 

  さらに、循環資源については、資源価格の乱高下を反映した輸出の増加と急
減、多様化に伴う処理の困難化、不適正な処理による環境負荷の増大、循環的
な利用後もなお残るものによる最終処分場の残余容量のひっ迫等、様々な局面
でさらに解決すべき課題が存在するため、正確なデータの把握はこれら課題の
解決にも資するものとなる。 
 
（３）事業実施主体  環境省 
 
（４）予算額  ４３１百万円 



京都議定書目標達成のための廃棄物部門緊急調査

１ 温室効果ガス排出量については、国の統計値と産業界等による調査結果との間に乖離が見られる
２ 地方公共団体と国の２度の推計手法により、精度と公表時期が２年遅れている
３ 廃棄物部門で実施している温室効果ガス排出量削減対策が、正確かつ迅速に反映されていない

課

題

2009年度中
●業種・業界ごとの調査手法を検

討、都道府県に統一した調査手法
や調査項目を提示

↓
●都道府県は国の指針に沿って
調査を実施、国に報告

↓
2010年度
●廃棄物統計データの取りまとめ

国による全国的統一調査の実施 廃棄物統計データの整備

１ 国内廃棄物部門からの温室効果ガス排出量の
正確な算定と早期化
（2009年のデータを2010年度中に取りまとめ公表）

２ 潜在的な循環利用の可能性を発掘し、資源の
有効利用と環境負荷の低減に活用

３ 経済変動や資源価格の乱高下に対して安定的
な循環システムを構築

２０１２年の京都議定書目標達成計画第一約束期間における目標値の着実な達成

【廃棄物統計情報の共有】
各都道府県における有機系・無機系廃棄物等の定量的な
フロー情報を１本化

第１約束期間内の2011年
から温暖化対策への施策
の企画・立案に役立てる
ことが可能



 
オフセット・クレジット（J-VER）制度検証等効率化事業 

 
 
（１）事業の概要 

国内における温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトから生じる排出削減
・吸収量を、カーボン・オフセットに用いられる「オフセット・クレジット（J
-VER）」として認証する「オフセット・クレジット（J-VER）制度」において、
第三者検証費用の低減を図り、制度活用を促進する。 
 

（２）事業計画 
オフセット・クレジット（J-VER）制度を利用する事業者に対し、申請・モニ

タリング実施にあたって必要な知見を提供するとともに、制度上の第三者検証
を実施する検証人を全国で育成するため、全国で研修会を開催するなど、オフ
セット・クレジット（J-VER）制度の検証等を効率化する。 

 
（３）事業実施主体  環境省（民間団体等へ委託予定） 
 
（４）予算額  ２１４百万円 



○自身が排出するCO2のうち削減困難な部分を、他で実現した排出削減・吸収量
（クレジット等）で埋め合わせるカーボン・オフセットの取組を普及

○オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度の基盤整備・活用推進（検証機関の検証人の
育成等）により、クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）購入資金が国内林や地域地場産業等に還流し、
地球温暖化対策と雇用・経済対策を一体的に推進。

第
三
者
検
証
機
関

オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度検証等効率化事業

埋め合わせ
（カーボン・オフセット） J‐VER

排出削減・吸収プロジェクト事業者

オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）
認証運営委員会（環境省）

市民・企業・自治体等
（温室効果ガス排出主体）

プロジェクト申請

森林バイオマス活用 間伐等の森林管理

認証・
クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）発行

排
出
削
減
・吸
収
量
の
検
証

自らの温室効果ガス排出量のうち
どうしても削減できない部分

クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）

国内のプロジェクトによる温室効果ガス排出削減・吸収量
をカーボン・オフセット用のクレジット（Ｊ-ＶＥＲ）として認証

オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度

クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）購入資金

再生可能エネルギー活用
農業分野の
メタン・N2O対策

＜オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）を活用したカーボン・オフセット＞



 
アジア・太平洋地域における「環境モデル都市」・「環境モデル島」の構築調査 
 

（１）事業の概要 

アジア・太平洋地域における環境モデル都市・モデル島の構築に向けて、現

地調査等を行い、事業計画案を作成する。また、コベネフィット・フォーラム

の開催や技術カタログ等のツール作りにより、技術的な支援の基盤を形成する。 

 

（２）事業計画 

ⅰ）「環境モデル都市」・「環境モデル島」の構築に向けた事業計画の検討 

・①低炭素、②低公害、③物質循環、④水循環、⑤自然共生など、モデル都市・

島で実現されるべき個別テーマについて、現地における既存の取組み、国内各

省における施策、内外の技術情報等を収集・整理する。 

・アジア・太平洋の各都市・島嶼が抱える環境問題について文献調査等を行い、

上記①～⑤のテーマの取組みのいずれか、又は複数の組み合わせの適用が可能

か、またそれにより環境問題の解決が可能か検討を行い、現地調査の候補を選

定する。太平洋島嶼国については、海面上昇等の気候変動の影響への適応策や、

小島嶼での廃棄物対策等、島嶼国で特に深刻な環境問題に重点を置いて検討を

進める。 

・国内検討会による検討及びアジア諸国・太平洋島嶼国との調整により現地調査

の対象都市・島嶼（２ケース）を決定し、現地調査を行う。現地調査の結果に

基づき、各候補地での環境モデル都市・モデル島の実現可能性を検討し、事業

計画案を作成する。事業計画の検討においては、他省庁、関係機関等と連携し、

オールジャパンでの支援が可能になるようなものとする。また、施設整備など

ハード面だけでなく、社会システムの整備などソフト面の整備も検討する。 

ⅱ）分野別フォーラムの設置・開催 

・アジア・コベネフィット・フォーラム（新規事業）、アジア水環境パートナー

シップ（予算措置済）、アジア３Ｒ推進フォーラム（予算措置済）等、アジア

諸国・太平洋島嶼国及び国内の産官学連携によるフォーラムを分野別に設置・

開催し、環境モデル都市・島の実現及び各国への波及に向けた基盤を構築し、

現地ニーズの把握・案件発掘・技術支援等のプラットフォームとする。 

・コベネフィット・アプローチの分野については、アジア・コベネフィット・フ

ォーラムにおいて具体的な事業形成に向けた案件発掘を行うとともに、コベネ

フィットＣＤＭを実施する場合に活用できる技術知見を整理した技術カタログ

（個別技術の内容、リスト）・技術マップの作成（各技術の全体像における役

割、位置付け）等、具体的なツールづくりを行う。 

 

（３）事業実施主体  環境省（民間団体等に委託予定） 

 

（４）予算額  １０３百万円 



水環境保全など低公害型社会の実現

アジアに、環境と共生しつつ経済発展を図り、持続可能な社会を構築 –環境モデル都市
クリーンアジア・イニシアティブの展開 – コベネフィット・アプローチ、水の安全保障など）

国際機関 連
携

｢

環
境
モ
デ
ル
都
市｣

の
実
現

中東・
アフリカ

政
策
対
話

の
推
進

日本がフロン破壊施設の設置を支援した
セメント工場全景（インドネシア）

低炭素社会の実現

循環型社会の実現

自然と共生する社会の実現

醤油のような色の黄河

北東アジア 中央アジア南アジア

E R I A
（東アジア・アセアン経済研究センター)ASEAN事務局

東南アジア（ASEAN共同体 ２０１５年）

国家の開発ニーズ

環境改善ニーズ

地球環境問題

気候変動対策 コベネフィット

CAI推進事務局
（仮称）

大 学 NGO/NPO地方公共団体

国内関係機関

企 業

各種研究機関

関係府省庁

環境省

アジア版環境モデル都市の実現



 
小児環境保健研究プロジェクトの推進 

        （コアセンター情報管理システム等整備事業） 
 
 
（１）事業の概要 
    近年、世界的な傾向として、統計データ等からも子どもたちの病気や先天異
 常等が増加している。 
 ・ぜん息罹患率４倍、肥満児1．5倍、言語障害４倍に増加(ここ20年間） 
 ・男子の出生率減少、尿道下裂などの先天異常２倍に増加（ここ30年間） 
 ・自閉症、キレやすい子、学習障害など神経系異常の増加 
  その原因としては、遺伝要因、生活習慣、環境要因が複合的に影響している
 と考えられるが、中でも胎児期・小児期における微量の化学物質への暴露が新
 たな発達・発育毒性を及ぼしている可能性があることが、動物実験及び人での
 事例から指摘されている。 
  国内外で子どもに対する環境リスクが増大しているのではないかとの懸念が
 あり、環境中の有害物に対する小児の脆弱性について大きな関心が払われてい
 る。 
 
 ①本年２月２日参議院本会議における麻生総理の発言を受け、斉藤環境大臣が
 「小児環境保健イニシアチブ」を立ち上げたこと 
 ②G８環境大臣会合（平成21年4月予定）において、日本より「子どもの健康
と環境に関する調査」を各国が早急に取り組むべき課題として宣言予定 
 
  環境省では、「子どもの健康と環境」に関して、平成20・21年度に予備調査
 を実施し、平成22年度から全国６万人規模の大規模疫学調査(15年計画)への着
 手すべく準備を進めている。 
 
（２）事業計画 
  核となるコアセンター（国立環境研究所）における調査データ集約及び連携
 するユニットセンター（10カ所）等との連絡調整に必要となる情報管理システ
 ムの構築 
  生体試料をコアセンターにおいて一元管理・保存するために必要となる冷凍
 保管庫を整備 
 
（３）事業の実施主体  環境省 
 
（４）予算額  ９７７百万円 



小児環境保健に関する疫学調査の概要
～環境リスクが子どもの発育に与える影響を明らかにするために～

２００７年 小児環境保健疫学調査に関する検討会
（H１９）
２００８年
（Ｈ２０）
２０1０年
（Ｈ２２）

２０１２年
（Ｈ２４）

２０２１年
（Ｈ３３）

（12歳あたりまで）

既存調査間の連携

新規出生コホート調査立ち上げ

対象者の１本化（約６万人～）

中間取りまとめ

米国 予算110億円／年、
0～21歳、10万人

デンマーク 10万人
ノルウェー 10万人 等
韓国・台湾 等

登録完了

ﾌｨ－ｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ調査
（全国5カ所）

○化学物質のばく露（大気、水、食事）
○生活環境

子どもの発育（身体・精神・知能）

胎児→ 乳児→ 幼児→ 児童→ 青年→ 成人

遺伝要因 社会要因 生活習慣要因

影響

環境要因

関係省庁との協力

子どもの発育
に与える影響
が明らかとなる

妊婦検診時（病院受診時）
↓

出産
↓

１歳

↓

１２歳あたりまで

・生活状況アンケート
・妊婦血液採取

生体試料
の長期保
存

（後年解
析可能）

・出生児の成育状況チェック
・臍帯血・臍帯の採取

（数年おき）
・アンケート調査
・身体発達チェック
・精神神経発達チェック

主な化学
物質濃度
の測定

海外の調査との連携

出生コホート（追跡）調査で
明らかになること

出生コホート（追跡）調査のスケジュール

○小児の発育に影響を与える環境要因の解明
H25年：発達障害（先天異常）の要因解明
H30年：小児アレルギー（アトピー、喘息等）の要因解明
H36年：精神神経発達障害（学習困難等）の要因解明

○小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築
（例）・小児の脆弱性を考慮したリスク管理体制の構築につ

なげる
・小児環境保健分野の調査研究をサポートする

調査の成果



 
微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の安心・安全で効率的な処理事業 

 
 
（１）事業の概要 

ＰＣＢは昭和４７年から新たな製造がされなくなったが、それ以降に製造さ
れＰＣＢを使用していないとする家電機器等に、数十ppm程度のＰＣＢに汚染
された絶縁油を含むものが存在することが平成１４年に判明した。その量は、
電気機器が約３５０万台、ＯＦケーブルが約1400kmに上るとの推計があり、こ
れら微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の安心・安全な処理体制を早急に整備しなけ
れば、ＰＣＢ特別措置法第10条に規定する処理期限（平成28年7月）までに
処理を完了することができなくなってしまう。 
そのため、期限内に処理を完了するための対策として、民間の廃棄物焼却施

設が無害化処理の実証試験行う際、これを支援する。また、国において、電気
機器等へのＰＣＢ混入状況のデータベースを構築、運営する。 

 
（２）事業計画 
ⅰ）無害化処理の実証試験への支援 
既存の廃棄物焼却施設において微量ＰＣＢ混入廃電気機器等を確実かつ周辺

環境への影響を及ぼすことなく安心・安全に無害化処理されることを実証試験
する際、分析費用等を支援する。化学分析ができるコンサルタント会社等に調
査研究業務として業務委託する。 
 

ⅱ）電気機器等へのＰＣＢ混入のデータベース化 
コンデンサ等電気機器等のＰＣＢ混入状況に関するデータ（ＰＣＢ混入状況、

製造年月日、メーカー、保守業者等）をデータベース化することにより、特別
管理産業廃棄物となる電気機器等を明確にして適正な管理を推進する。システ
ム製作会社にデータベース構築を業務委託する。 

 
（３）事業実施主体   環境省 
 
（４）予算額   １５０百万円 
 
     ○無害化処理の実証実験への支援            ５０百万円 
    ○電気機器等へのＰＣＢ混入のデータベース化      １００百万円 



ＰＣＢ廃棄物は平成２８年までに処理完了しなければならない
（ＰＣＢ特別措置法第10条）

微量ＰＣＢ混入電気機器等

高圧トランス等 安定器、汚泥等汚染物等

・トランス等（約３５０万台）に数10ppmの微量のＰＣＢが非意図的に混入
・中央環境審議会で本年３月２日にその処理方策についてとりまとめ
・その結果を踏まえ、平成21年度から国の認定制度を創設し安心・安全な処理を推進

国の無害化処理認定
認定を受けた者は、都道府県知事の許可を
受けずに処理を行うことができる。

微量ＰＣＢ混入廃電気機器等の安心・安全で効率的な処理の実現

制度的対応

日本環境安全事業(株)が
高度な技術で処理を実施中

既存の産廃業者、セメント
工場等を活用して、安全・
低廉な処理体制を構築

財政的支援

・ＰＣＢ及び副生成物であるダイオキシン濃度の測定

（測定対象物：処理する油、排ガス（処理前・処理後）、
焼却灰、ばいじん、周辺大気）

・測定データを解析し、安心・安全な処理の確認（専門家
委員会の開催、地元説明等）

(1)無害化処理の実証試験への支援

・ＰＣＢ混入状況、製造年月日、メーカー等をデータベース
化することにより、混入の可能性の高い要件を洗い出す。

(2)ＰＣＢ混入実態のデータベース化



 
単独処理浄化槽を対象とした使用状況実態等把握 

 
 
 
（１）事業の概要 
 

  単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換することが喫緊の課題である。 

 このため、希望する都道府県において、単独処理浄化槽の設置、使用状況を

戸別訪問調査により実施するほか、公衆衛生の確保上問題があると疑われる単

独処理浄化槽について必要に応じて水質検査等の実施、検査を実施する指定検

査機関から維持管理業者へ直接情報提供することによる早期改善策の実施等に

より、①行政による浄化槽設置・維持管理状況の把握、②住民に対する法定検

査受検の徹底、③問題のある単独処理浄化槽の改善指導、といった解決策を提

示する。 

 
 
（２）事業実施主体  環境省 
 
（３）予算額  ３０３百万円 



単独処理浄化槽を対象とした使用状況実態等把握
〔要望額：３０３百万円〕

国

指定検査機関等

集計・取りまとめ

結果取りまとめ

国に報告・都道府県

国に報告
都道府県に情報提供

入札、委託

実態調査

（問題のある浄化槽を対象）

水質検査
維持管理業者
（保守点検・清掃）

【施策のポイント】

戸別訪問による悉皆調査を通じて、単独処理浄化槽の設置状況・処理状
況の実態を把握し、法定検査の徹底、単独処理浄化槽の転換推進の解決
案、水質に問題のある浄化槽の早期改善策を提示する。

■事業の実施フロー

管理実態の現状把握により
①行政による浄化槽設置、維持管理状況の把握
②住民に対する法定検査受検の徹底
③問題のある単独処理浄化槽の改善指導
を提示する。



 
野鳥における鳥インフルエンザ対策 

 
 

（１）事業の概要 
    アジア各国で家禽のみならず人や哺乳類への高病原性鳥インフルエンザの発
生が続く中、平成21年２月、愛知県豊橋市のうずら農家から鳥インフルエンザ
発生が確認された。豊橋の事案は、これまでとは異なる点が多いことから知見
やデータの収集を強化するとともに、巡視モニタリングなどの実施体制を強化
することが必要である。 
  また、近年の鳥インフルエンザの研究は水鳥やニワトリに関するものがほと
んどであることから、専門家からも哺乳類や他の鳥類に関する実験データや知
見収集の必要性が指摘されており、知見を深める必要がある。 
 
（２）事業計画 
   ⅰ）巡視モニタリングなどの地域における実施体制の強化 
      国指定鳥獣保護区等の鳥獣の保護管理上特に重要な拠点を中心に、死亡野

鳥等に関する巡視を強化して実施するとともに、対策に関わる機関の担当
者に対し研修の機会を提供するなど、地域における感染症対策を強化する。 

  ⅱ）ウイルス感染経路解明のための調査 
   野鳥による高病原性鳥インフルエンザウイルスの運搬の可能性が指摘され

ていることから、国内の過去の発生地周辺において渡り鳥に送信機を装着
し、人工衛星追跡による飛来経路の解明し、ウイルス感染経路の解明に関
する知見を深める。 

   ⅲ）国内に生息する野生鳥獣の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染実験 
      アジアなど諸外国では近年、哺乳類への感染報告も多いことから、日本国

内に生息する野生鳥獣について感染実験を実施し、高病原性鳥インフルエ
ンザウイルスに関する感受性についての知見を深める。 

 
（３）事業実施主体   環境省 
 
（４）予算額  １１２百万円 



【要望事項】①巡視・モニタリングの実施体制強化（32,000千円）
②ウイルス感染経路解明のための調査（30,000千円）
③アライグマなどの野生動物の感染実験（50,000千円）

総合的・効果的な対策による国民の安全・安心の確保

【野生動物における鳥インフルエンザ対策の強化】

国内外の専門的
知見の収集

※渡り鳥の飛来経路
解明（北日本、西日
本で発信器を装着）等

国内の野鳥の
感染症モニタ
リング調査
(全国規模で実施)

21年２～３月、愛知県豊橋市
のうずら農家から高病原性鳥
インフルエンザ発生！！

モニタリング実施体制の強化
＊中部地域での発生や野生動物（アライグマ）の感染履歴を

踏まえ、巡視の強化が必要。

国内外の知見の収集
＊これまで発生のなかった中部地域でも発信器を装着し、

渡り鳥の飛来経路解明が必要。
＊アライグマなどの哺乳類のウイルスに対する感受性を

調べることが必要。

21年４月、アライグマの
高病原性鳥インフルエンザ
感染歴が発覚！
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